
令和　８　年　５　月　２１　日

〒771-3395

徳島県名西郡神山町神領字本野間１００番地

神山町役場　総務危機管理課

電話：088-676-1111

１　受付期間

２　応募資格

※　次のいずれかに該当する者は、選考を受けることができません。

　 地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者

　　(1)　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　(2)　神山町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　　(3)　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、

　　　　刑に処せられた者

　　(4)　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

　　　　政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

３ 　募集区分（職種）、募集人数及び職務の内容等

募集区分
（職種）

募集
人数

給料（時給） 手　当
　(※）

主な勤務条件
①勤務時間
②勤務日数

必要な資格
など

職務の内容

集落支援員 2名 1,250円
・期末手当
・勤勉手当
・通勤手当

①8：30～17：15
②月～金の週3日

普通自動車
免許

阿川公民館または
鬼籠野公民館で集
落支援員として従事
していただきます。
(別紙、参照)

※   通勤距離に応じて2,000円から25,900円までの範囲で通勤手当があります。

　 勤務期間に応じて期末手当・勤勉手当があります。

４　任用期間

　（1）　任用期間は令和８年７月１日から令和９年３月３１日までです。

　（2）　任用後、原則として１月間は条件付任用期間です。

令和８年度神山町会計年度任用職員募集案内

令和８年５月２５日（月）～令和８年６月５日（金）

　（1）申込みは、「持参」、「郵便」のいずれかにより行ってください。

　（2）「郵便」による申込みは、令和８年６月５日必着といたします。

　（3）受付期間経過後の申込みは、受理しませんので十分注意してください。



５　選考方法

６　面接の日時・場所

７　申込手続

　（１）申込用紙（神山町会計年度任用職員選考申込書）

　　　　①　直接取りに来られる場合は、受付期間内の執務日（土日祝日を除く）の午前８時30分から

　　　　　　午後５時までに神山町役場 総務危機管理課、広野支所及び各公民館でお受け取りください。

　　　　②　郵便で請求する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員選考申込書請求」と記入し、

　　　　　　返信に必要な切手を貼付した返信先明記の封筒を同封してください。

　　　　③　神山町ホームページ(http://www.town.kamiyama.lg.jp/)の「組織・業務内容から探す」 → 

　　　　　　「総務危機管理課」 → 人事係「職員採用試験」→「令和８年度神山町会計年度任用職員募集について」

　　　　　　から申込用紙をダウンロードできます。

　（２）提出書類

　　　　「神山町会計年度任用職員選考申込書」:１部

　　　　（資格を要する職種の場合は資格免許証等の写し：1部）

　（３）提出先

　　　　①　神山町役場 総務危機管理課まで提出してください。

　　　　②　郵便による提出の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員選考申込」と記入し、特定記録郵便で

　　　　　　神山町役場 総務危機管理課宛　　〒771-3395　徳島県名西郡神山町神領字本野間100番地までお送り

　　　　　　ください。

　（４）その他

　　　　①　身体に障害があるなど配慮を必要とする場合は、神山町役場 総務危機管理課まで申し出てください。

　　　　②　提出された申込書は返却しません。当方で責任をもって破棄します。

８　選考結果の通知
　  　選考結果については、合否に関わらず全員に文書で通知します。

９　勤務条件等

　（１）各種手当、休暇等

　　　　①　各種手当

　　　　　 　条件を満たす場合は、通勤手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・特殊勤務手当・期末

　　　　　勤勉手当などが支給されます。

　　　　②　休暇　

　　　　　　 任期期間中、勤務日数等に応じて年次休暇、夏季休暇などが付与されます。

　（２）社会保険等　

　　　　　任用形態、任用期間に応じて、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償、労働者災害補償保険

　　　　など適用されます。

　書類審査及び面接審査による選考を行います。

面　接　日　時 場　　所

後日、日時を連絡します。 神山町役場



　（３）服務　

　　　　　一般職の地方公務員として、守秘義務，職務専念義務などの地方公務員法の規定が適用されます。

　（４）条件付採用期間　

　（５）再度の任用

　　　　　一会計年度終了後、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用される場合があります。

＜お問い合わせ先＞

神山町役場　総務危機管理課　人事係

〒771-3395　徳島県名西郡神山町神領字本野間100番地

電話番号：０８８－６７６－１１１１

　　　　　任用後、１月間は条件付採用期間です。


